
70
歳
以
上
ま
た
は
老
人
保
健
で
医
療
を

受
け
る
人
（
65
歳
以
上
の
老
人
保
健
受
給

者
も
含
む
）
の
う
ち
、
一
定
以
上
所
得
者

は
、
医
療
機
関
に
支
払
う
自
己
負
担
額
が

2
割
か
ら
3
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
一
定
以
上
所
得
者
で
も
、
収

入
の
合
計
が
1
人
の
世
帯
の
場
合
３
８
３

万
円
未
満
、
2
人
以
上
の
世
帯
の
場
合
５

２
０
万
円
未
満
の
人
は
、
申
請
す
る
と
1

割
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
一
定
以
上
所
得
者
以
外
の
人
は
、

今
ま
で
ど
お
り
1
割
の
ま
ま
で
す
。

70
歳
以
上
の
人
の
自
己
負
担
額
が
変
わ
り
ま
す

（
65
歳
以
上
の
老
人
保
健
受
給
者
も
含
む
）

70歳以上
一定以上所得者 同じ世帯に、70歳以上で課税所得が145万円

以上の国民健康保険（以下国保）加入者や老人保
健で医療を受ける人がいる人

一 般 「一定以上所得者」、「低所得者Ⅱ・Ⅰ」以外の人
低所得者Ⅱ 世帯主と国保加入者の住民税が非課税の人
低所得者Ⅰ 世帯主と国保加入者の住民税が非課税で、各所得

が必要経費・控除を差し引いたとき0 円になる人
※老人保健の場合は、社会保険・組合保険などに加入している人
も含みます。
70歳未満
上位所得者 同じ世帯にいる国保加入者の「基礎控除後の総所

得」を合計すると、600万円以上になる世帯の人
一 般 「上位所得者」、「住民税非課税」以外の人
住民税非課税 世帯主と国保加入者の住民税が非課税の人 10月 1 日から、国民健康被保険者証がカード

型になり、1 人 1 枚交付されます
※ 9 月下旬郵送予定。

（ 2 ）

所
得
と
収
入
は
違
い
ま
す
！

所
得
＝
収
入

必
要
経
費
な
ど



同
じ
月
に
、
同
一
の
医
療
機
関
で
、
外

来
と
入
院
の
診
療
科
目
ご
と
に
計
算
し
、

か
か
っ
た
医
療
費
（
入
院
時
の
食
事
代
や

差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
の
保
険
外
負
担
は
除

く
）
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
の
自
己
負
担

限
度
額
が
下
図
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
や
低
所

得
者
Ⅱ
・
Ⅰ
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

70
歳
未
満
の
人
と
70
歳
以
上
の
人
（
高

齢
受
給
者
と
老
人
保
健
受
給
者
）
で
は
、

自
己
負
担
限
度
額
が
異
な
る
の
で
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

※
慢
性
腎
不
全
で
人
工
透
析
を
必
要
と
す

る
70
歳
未
満
の
上
位
所
得
者
は
、
自
己

負
担
が
2
万
円
ま
で
と
な
り
ま
す
。

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

70歳以上の自己負担限度額
※区分は右下枠をごらんください

70歳未満の自己負担限度額

●
公
的
年
金
な
ど
控
除
の
見
直
し
・
老
年
者
控
除
の

廃
止
に
伴
う
経
過
措
置

公
的
年
金
控
除
の
見
直
し
や
老
年
者
控
除
の
廃
止
に

伴
っ
て
「
一
定
以
上
所
得
者
」
に
な
っ
た
人
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
自
己
負
担
限
度
額
が
「
一

般
」
と
な
り
ま
す
（
②
③
の
場
合
は
申
請
が
必
要
）。

①
課
税
所
得
が
1
4
5
万
円
以
上
2
1
3
万
円
未
満

②
高
齢
者
1
人
の
世
帯
で
、
収
入
合
計
額
が
3
8
3
万

円
以
上
4
8
4
万
円
未
満

③
高
齢
者
が
2
人
以
上
の
世
帯
で
、
70
歳
以
上
の
国
保

加
入
者
・
老
人
保
健
受
給
者
の
収
入
合
計
額
が
5
2

0
万
円
以
上
6
2
1
万
円
未
満

●
老
年
者
へ
の
住
民
税
非
課
税
措
置
の
廃
止
に
伴
う

経
過
措
置

老
年
者
へ
の
住
民
税
非
課
税
措
置
の
廃
止
に
伴
い
、

住
民
税
課
税
世
帯
と
な
る
が
、
①
〜
③
の
す
べ
て
に
該

当
す
れ
ば
、
住
民
税
非
課
税
と
な
る
世
帯
員
の
高
額
療

養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
と
入
院
時
の
食
事
代
の
標
準

負
担
額
は
「
低
所
得
者
Ⅱ
」
の
区
分
と
な
り
ま
す
。

①
平
成
17
年
１
月
１
日
現
在
、
65
歳
以
上
の
人
だ
け
の

世
帯

②
住
民
税
課
税
者
の
合
計
所
得
金
額
が
、
1
2
5
万
円

以
下

③
世
帯
員
の
一
部
が
住
民
税
非
課
税

★高額療養費の支給が 4 回以上あるときは…
過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が 4 回
以上あった場合、4 回目から「 4 回目以降の限度額（上表
のカッコ内緑色の金額）」を超えた分が支給されます。た
だし、1～3 回目は黒色の自己負担限度額です。

70
歳
以
上
の
人
と
65
歳
以
上
老
人
保
健
受
給
者
の

高
額
療
養
費
に
は
、経
過
措
置
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
平
成
18
年
８
月
か
ら
２
年
間
）

国民健康保険課
155-2751
551-2521
Fhttp://fujishi.jp/cityhall/
simin-b/kokuho/
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